
入札説明書 

 

くりりんセンター余剰電力売却に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、

この入札説明書によるものとする。 

 

１．入札に付する事項 

（１） 件  名 くりりんセンター余剰電力売却 

（２） 予定売却数量 ２０，０６９，２１５ｋＷｈ 

（３） 供給地点 北海道帯広市西２４条北４丁目１番地５ 

十勝圏複合事務組合 くりりんセンター 

（４） 売却期間 令和６年４月１日０時から令和７年３月３１日２４時まで 

（５） 売却物品の特質等 仕様書のとおり 

 

２．入札参加資格 

次の各号に掲げる資格（以下、「入札参加資格」という。）を有するものでなければ入

札に参加することができない。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 令和３～６年度帯広市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、「買入部

門（不用物品引取）、電力」に登録されていること。 

（３） 入札告示の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は帯

広市の指名停止の措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

（４） 電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者として経済産業大臣の 

登録を受けていること。 

 

３．関係書類の配布 

関係書類は、組合ホームページからダウンロードすること。 

十勝圏複合事務組合ホームページ くりりんセンター「情報公開」に掲載する。 

（http://www.tokachiken.hokkaido.jp/） 

 

４．入札参加資格の確認申請等 

一般競争入札の参加資格を審査するため、以下の「（１）入札参加資格書類の提出」

に掲げる書類を提出すること。 

なお、指定する受付期間内に必要な書類を提出しない者又は入札参加資格がないと

認められた者は、本件入札に参加することができない。 

（１） 入札参加資格書類の提出 

①  入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

②  業務実績書（様式第２号） 

③  競争入札参加資格確認通知返信用封筒 

長３号封筒に代表者の住所・商号及び氏名等を記載し、簡易書留料金分を加え

た料金分の切手を貼り付けたもの。 

 



（２） 入札参加資格書類の提出方法等 

① 受付期間 

告示の日から令和５年１１月１７日（金）までの、土曜日、日曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休

日」という。）を除く毎日、９時から１７時まで。 

② 提出先 

十勝圏複合事務組合 くりりんセンター 

③ 提出方法 

提出場所への書留による郵送又は持参することにより行うものとする。ただ

し、郵送による場合は令和５年１１月１７日（金）１７時必着とする。 

（３） 入札参加資格の確認 

提出書類の受領後、入札参加資格の確認を行い、その結果を令和５年１１月２２

日（水）までに、入札参加資格確認通知書により通知する。この場合において、資

格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 

 

（４） 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

入札参加資格がないと認められた者は、組合長に対し、書面により、入札参加資

格がないと認めた理由の説明を求めることができる。 

① 提出期限 

令和５年１１月２９日（水）までの土曜日、日曜日を除く毎日、９時から１

７時まで。 

② 提出先 

十勝圏複合事務組合 くりりんセンター 

③ 提出方法 

提出場所への書留による郵送又は持参することにより行うものとする。ただ

し、郵送による場合は令和５年１１月２９日（水）１７時必着とする。 

④ 提出書類 

正本１部を提出する。また、様式は自由とするが、応募者の名称を記載して

提出すること。 

⑤ 回答日 

令和５年１２月５日（火）までに書面による回答を発送する。 

 

 

 

 

入札参加資格書類の提出期限 入札参加資格の回答期日 

令和５年１１月１７日（金） 令和５年１１月２２日（水） 

説明要求の提出期限 説明要求の回答期日 

令和５年１１月２９日（水） 令和５年１２月５日（火） 



５． 入札説明書等への質問 

（１） 入札参加資格書類の提出を行なった者で、入札説明書等への質問がある場合は書

面にて回答を求めることができる。 

① 提出期限 

令和５年１１月２４日（金）１７時まで必着とする。 

② 提出先 

十勝圏複合事務組合 くりりんセンター 

③ 提出方法 

入札説明書等に係る質問書（様式第３号）に質問内容を記載し、FAX（0155-

37-4119）により提出することとし、電話（0155-37-3550）により着信を確認す

ること。 

 

（２） 入札説明書等に対する質問の回答を組合ホームページにて公表する。なお、電話

及び口頭での回答など個別には対応しない。 

また、質問の内容によっては、公開日前に回答する場合もある。 

① 公表日 

令和５年１１月３０日（木） 

② 公表先 

十勝圏複合事務組合ホームページ くりりんセンター「情報公開」に掲載する。 

（http://www.tokachiken.hokkaido.jp/） 

 

６．入札書類の提出 

（１） 入札資格確認通知書により参加資格を認められた者は、入札書類の提出を書留に

よる郵送又は開札日に持参することにより行うものとする。 

① 郵送による方法 

入札書類を書留郵便により開札日の前日、令和５年１２月７日（木） 

１７時までに必着とする。 

② 持参による方法 

開札日に開札場所へ入札書類を持参する。 

（２） 提出先 

十勝圏複合事務組合 くりりんセンター 

（３） 入札書類 

入札書（様式第４号） 

（４） 入札書の記載方法 

入札にあたっては、単価契約とするので、契約希望単価（１kWh あたりの単価

で○○円○○銭）を入札書（様式第４号）に記載して提出すること。 

また落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

入札説明書等への質問提出期限 質問回答公表日 

令和５年１１月２４日（金） 令和５年１１月３０日（木） 



及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

７．開札 

（１）  開札日時 

令和５年１２月８日（金）１０時 

（２）  開札場所 

十勝圏複合事務組合 くりりんプラザ １階 会議室Ａ 

〒080-2464 帯広市西２４条北４丁目１番地５ 

（３）  入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印の上、自己の氏名を表記

した封書にいれて、指名通知において示された日時及び場所において、職員の指示

により入札箱に投入しなければならない。ただし、別に指示された場合は、それに

従うものとする。 

（４）  入札者は、入札室に入室しようとするときは、競争入札関係職員に入札参加資格

確認通知書及び本人であることを確認できるもの（免許証等写真が添付されたもの）

を提示すること。代理人をして入札させる場合においては、入札執行権限に関する

委任状（様式第５号）を提出すること。 

（５）  郵送により入札書を提出しているが、入札者が出席できないときは、当該入札事

務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行なう。 

（６）  落札者の決定等 

① 落札者の決定 

本件入札に係る予定価格に対し、最高の価格を持って申込をした者を落札

者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該立会人にく

じを引かせて落札者を決定する。 

② 落札結果の公表 

開札に立ち会っていない入札者で落札した者のみ、落札決定後に電話で通知

するとともに、組合のホームページにて公表する。 

 

８．入札の辞退 

入札参加有資格者が本競争入札への参加を辞退する場合は、入札辞退届（様式第６

号）を、書留による郵送又は持参することにより提出すること。 

なお、本競争入札への参加を辞退した者は、これを理由として以後の組合の指名等に

不利益な取扱を受けるものではない。 

 

９．入札保証金 

免除とする。 

 

 

郵送による入札書類の提出期限 開札日時 

令和５年１２月７日（木）１７時必着 令和５年１２月８日（金）１０時 



10．契約保証金 

契約金額の１００分１０に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を納

付し、又は提供すること。ただし、帯広市契約規則第２９条（準用）の規定に該当す

る場合は、契約保証金納付を免除することができる。 

 

11．各種書類提出先 

十勝圏複合事務組合 くりりんセンター 

〒080-2464 帯広市西２４条北４丁目１番地５ 

電 話 ０１５５－３７－３５５０ 

ＦＡＸ ０１５５－３７－４１１９ 

 

12．留意事項 

（１） 余剰電力の活用について、地域、電力市場の制限は設けていない。 

（２） 令和６年５月に受電用計量器等の取替工事を予定している。取替工事に係る費用

は、落札者負担とする。なお、工事費として約１，６００万円（税込）が想定されて

いる。 

（３） 非化石価値については、考慮していない電力となる。 

（４） 電力・ガス取引監視等委員会（電気事業法（昭和３９年法律第１７０号））第６６

条の２の規定により経済産業省に設置）において検討されている発電側課金が売却期

間内に導入された場合は、併せて国が示すこととしているガイドラインに基づき、組

合及び落札者は発電側課金の転嫁に係る契約変更の協議を行い、必要な額を電力量料

金に転嫁するものとする。 

（５） 発電側課金の支払や請求方法については、発電側課金の詳細が未定であるため、今

後、一般送配電事業者が定める約款等による。 


